
 
 

地域観光事業支援の修学旅行等への活用について周知するものです。 

事 務 連 絡 

令和３年４月 20 日 

各都道府県教育委員会担当 課 

各指定都市教育委員会担当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

附属学校を置く各国立大学法人担当課 

附属学校を置く各公立大学法人担当課   御中 

小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第１２条 

第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課 

 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

国土交通省観光庁観光地域振興課 

国 土 交 通 省 観 光 庁 参 事 官 （ 旅 行 振 興 ） 

 

 

地域観光事業支援の修学旅行等への活用について 

 

 「令和３年度における修学旅行等の実施に向けた配慮について」（令和３年４

月１日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課・教育課程課事務連絡）におい

て、各学校における修学旅行等（修学旅行、遠足、社会科の見学、移動教室、体

験活動などの校外で行う活動を含む。）の実施に向けた配慮をお願いしたところ

です。 

この度、国土交通省において、「地域観光事業支援」（感染症の状況が第２回新

型コロナウイルス感染症対策分科会（令和３年４月 15 日）の提言におけるステ

ージⅡ相当以下と都道府県知事が判断した都道府県（以下「対象都道府県」とい

う。）が実施する旅行商品や宿泊サービスに対する割引及び地域限定で旅行期間

中に使用可能なクーポン券等の付与のために必要な費用を支援する事業（以下

「本事業」という。））を実施することになりました。本事業は、対象都道府県に

おいて、旅行者の居住地と同一都道府県内の旅行を支援し、国による支援を希望

する場合は、一人一泊当たり 5,000 円を上限として、国から当該対象都道府県に



 
 

補助金を交付する事業です。 

 修学旅行等の取扱いも含め、本事業の支援内容や支援対象等の制度設計（支援

対象とする基準を児童生徒等の居住地とするか、又は、学校の所在地とするかな

ど）は、本事業を実施する対象都道府県が定めることとされておりますので、各

学校や学校設置者においては、各対象都道府県の制度内容について確認の上、修

学旅行等に活用可能な場合には、保護者の経済的負担軽減等を図るため、本事業

の活用について御検討いただきますようよろしくお願いします。 

 また、修学旅行等の実施に当たっては、適切な感染防止策を十分に講じていた

だきますよう重ねてお願いします。 

 本件について、域内の市区町村教育委員会、所管又は所轄の学校及び学校法人

に対しても、周知いただきますようお願いします。 

なお、別途各都道府県の地域観光事業支援担当部署に周知していることを申

し添えます。 

 

＜添付資料＞ 

別紙１ 「地域観光事業支援について」 

別紙２ 「地域観光事業支援の修学旅行等への活用イメージ」 

 

 ＜本件連絡先＞              

               （修学旅行について） 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

           電話：03-5253-4111（内線 2389） 

 

国土交通省観光庁参事官（旅行振興） 

                               電話：03-5253-8329 

 

               （地域観光事業支援について） 

国土交通省観光庁観光地域振興課 

                               電話：03-5253-8328 
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